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企業年金制度の再編

適格退職年金
（法人税法）

厚生年金基金
（厚生年金保険法）

代行有

規約型企業年金
（確定給付企業年金法）

基金型企業年金
（確定給付企業年金法）

確定拠出企業年金
（確定拠出年金法）

平成２４年３月末までに廃止

・受給権の保護

・代行部分

厚生年金基金
（厚生年金保険法）

代行有

中小企業退職金共済
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適格年金の動向

○ 適格年金の契約状況

（注） 信託協会、生命保険協会および中退共公表資料より作成

中退共引継ぎ件数の2005年度は、2005/11末までの件数

適格年金の動向
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○事業主等は次により積立金の運用を行うよう努めなければならない （ＤＢ規則第８４条）

・ 運用受託資産等の資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を

適切な方法により定めること

・資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有するものを置くこと

・ 決算時において運用資産を時価評価し、その構成割合を確認しなければならない

確定給付企業年金のハードル

受給権保護のための措置

(1) 積立義務：将来にわたって約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立
基準を設定する。

(2) 受託者責任の明確化：企業年金の管理・運営に関わる者の責任、行為準則を
明確化する。

(3) 情報開示：事業主等は、年金規約の内容を従業員に周知し、財務状況等につ
いて加入者等の情報開示を行う。

主体的に資産運用等を行い、受託者責任を全うできる体制が必要

確定給付企業年金の特徴
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確定拠出年金の現状

○ 契約状況
（千人）

年度 規約件数 企業数 加入者数

2001 70 - 88

2002 361 1,318 325

2003 845 2,379 708

2004 1,402 4,350 1,255
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適格年金廃止時に何をしたいのか

○適格年金が退職金の内枠のケース

退職金

適格年金

退職金

適格年金

１．退職金を変更せず、適年に代わる
積立手段を探したい

２．積立手段の検討と同時に給付設
計も見直したい

退職金

ＤＢ等

退職金

ＤＣ、ＣＢ
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ＤＣ、ＣＢの給付カーブ

＜入社＞ ＜定年＞

・ ＤＢの一般的給付 （Ｓ字型カーブ）

・ ＤＣ、ＣＢに給付カーブ

給付
・ 長期勤続優遇型

・ 勤続にはニュートラル

引留め効果が強く働く層
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確定給付年金 （ＤＢ） 確定拠出年金 （ＤＣ）

入社 定年

給付額は定まっている

入社 定年

個人毎の
運用成果により変動

掛金元本

キャッシュバランスプラン （ＣＢ）

入社 定年

国債金利等により変動

持分付与額

利息付与額

ＤＣとＣＢの相違

・元本確保
（運用リスクは企業）

・収益に個人差なし
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企業年金制度の比較

改変し易い改変し易い改変等しづらい
（ポイント制を除く）

制度の柔軟性

給付は元利合計給付は元利合計自由度は高い給付設計

不可可能可能60歳以前の一時金給付

不可可能可能従業員拠出

有
（企業年金なし：46千円）
（企業年金有：23千円）

なしなし拠出限度額

運用成果により個人毎に
変動

金利により変動絶対額で安定給付額

従業員へのプラン浸透
従業員教育

従業員へのプラン浸透その他

従業員事業主
（金利と運用成果が一致
していれば相殺される）

事業主運用リスク

発生しない金利変動による影響小金利により変動退職給付債務

確定拠出年金
（ＤＣ）

キャッシュバランスプラン
（ＣＢ・・・ＤＢで運営）

確定給付型
（ＤＢ）
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適格年金（横割移行） 適年→確定拠出年金 （ＤＣ）

入社 定年 入社 定年

代表的な移行パターン

退職金

適格年金

退職金

ＤＣ

資産移換額→要支給額差額の場合

変更前要支給額
（適年含む）

変更後要支給額
（退職金）

適年からの移換額

会社が分割移換

退職給付会計上

・未認識債務の償却等に
注意が必要

変更 変更
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【会社概要】

社名 ＪＰ アクチュアリーコンサルティング株式会社
代表者 黒田英樹
所在地 〒100－0006 東京都千代田区有楽町１丁目10-1 有楽町ビル

TEL 03－3217－4400 FAX 03－3217－4401 hｔｔｐ：//www.jpac.co.jp

設立 2000年12月
役職員 10名 （内、年金数理人5名）

【会社概要】

社名 ＪＰ アクチュアリーコンサルティング株式会社
代表者 黒田英樹
所在地 〒100－0006 東京都千代田区有楽町１丁目10-1 有楽町ビル

TEL 03－3217－4400 FAX 03－3217－4401 hｔｔｐ：//www.jpac.co.jp

設立 2000年12月
役職員 10名 （内、年金数理人5名）

【業務内容】

● 退職給付制度の設計・再構築

● 退職給付債務(ＰＢＯ)の算出

● 顧問業務（年金ガバナンス構築支援を含む）

● セミナーの実施

【業務内容】

● 退職給付制度の設計・再構築

● 退職給付債務(ＰＢＯ)の算出

● 顧問業務（年金ガバナンス構築支援を含む）

● セミナーの実施

弊社の概要

【業務の特徴】

● 迅速かつお客様の立場に立った対応

● 独立した第三者としての中立的助言

● 企業年金に関する高い専門性と実績

【業務の特徴】

● 迅速かつお客様の立場に立った対応

● 独立した第三者としての中立的助言

● 企業年金に関する高い専門性と実績

【業務実績】

■ 成果型退職金、企業年金の設計・・・大手陸運業２社、大手食品メーカー、他合計158件

■ 退職給付債務計算・・・大手食品メーカー、大手電機メーカー、地方銀行、外資系企業、他
合計109社

■ 厚生年金基金制度設計・代行返上コンサルティング・・・大手流通業、建設業、他合計7件

（2006年1月末現在）
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